
法務省民二第６１２号

平成３０年１１月１５日

法 務 局 長 殿

地方法務局長 殿

法務省民事局長

（ 公 印 省 略 ）

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法等の施行に伴う不

動産登記事務の取扱いについて（通達）

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平成３０年法律第４

９号。以下「特措法」という ，所有者不明土地の利用の円滑化等に関する。）

特別措置法施行令（平成３０年政令第３０８号。以下「施行令」という ）及。

び所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記

（ 。 「 」 。）法の特例に関する省令 平成３０年法務省令第２８号 以下 省令 という

， ，が本日から施行されますが これらに伴う不動産登記事務の取扱いについては

下記の点に留意し，事務処理に遺憾のないよう，貴管下登記官に周知方お取り

計らい願います。

なお，本通達中 「不登法」とあるのは不動産登記法（平成１６年法律第１，

２３号）を 「不登規則」とあるのは不動産登記規則（平成１７年法務省令第，

１８号）をそれぞれいいます。

記

第１ 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例

１ 特定登記未了土地の意義

特定登記未了土地の相続登記等（相続による所有権の移転の登記その他

の所有権の登記をいう。以下同じ ）に関する不動産登記法の特例が対象。

とする特定登記未了土地とは，所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等

がされていない土地であって，土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）



第３条各号に掲げるものに関する事業を実施しようとする区域の適切な選

定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有

権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものとされた（特措法

第２条第４項 。）

２ 所有権の登記への付記

(1) 登記官は，起業者（土地収用法第８条第１項に規定する起業者をい

う ）その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求め。

に応じ，当該事業を実施しようとする区域内の土地（以下「対象土地」

という ）につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調。

査した場合において，対象土地が特定登記未了土地に該当し，かつ，対

象土地につきその所有権の登記名義人の死亡後１０年以上３０年以内に

おいて政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めると

きは，対象土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上，職権

で，所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされてい

ない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項と

して法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる

ものとされた（特措法第４０条第１項 。）

(2) (1)の政令で定める期間は，３０年とされた（施行令第１０条 。）

(3) 特措法第４０条第１項の事項の登記は，付記登記によってするものと

された（省令第２条 。）

付記登記のほか，特措法に基づく登記に関する手続には，省令が定め

る以外の事項については，不登規則が適用される。

(4) 登記官は，職権で特措法第４０条第１項の事項の登記をしようとする

ときは，職権付記登記事件簿に登記の目的，立件の年月日及び立件の際

に付した番号（以下「立件番号」という ）並びに不動産所在事項を記。

録するものとされた（省令第３条第１項 。）

(5) (1)の法務省令で定める事項は，第２の２(5)の相続人の全部又は一部

が判明しないときは，その旨及び同(6)の作成番号とされた（省令第３

条第２項 。）

(6) 登記官は，長期相続登記等未了土地（特措法第２条第４項の特定登記

未了土地に該当し，かつ，当該土地の所有権の登記名義人の死亡後３０

年間を超えて相続登記等がされていない土地をいう。以下同じ ）に特。



措法第４０条第１項の事項の登記をする際は，別記第１号様式により立

件するものとし，当該別記第１号様式に，不動産登記事務取扱手続準則

（ ）平成１７年２月２５日付け法務省民二第４５６号法務省民事局長通達

別記第６０号様式及び別記第６１号様式又はこれらに準ずる様式による

印判を押印して，省令第３条第１項の立件の年月日及び立件番号を記載

し，立件，調査，記入，校合をした場合には，その都度該当欄に取扱者

が押印するものとする。

登記官は，特措法第４０条第１項の事項の登記を変更をする際は，別

記第２号様式により立件するものとし，当該別記第２号様式に上記と同

様の押印等をするものとする。

(7) 特措法第４０条第１項の事項の登記の記録例は，別紙１のとおりとす

る。

３ 相続登記等の申請の勧告等

(1) 登記官は，２(1)の探索により長期相続登記等未了土地の所有権の登

記名義人となり得る者を知ったときは，その者に対し，長期相続登記等

未了土地についての相続登記等の申請を勧告することができるものとさ

れた（特措法第４０条第２項前段 。）

当該勧告は，次に掲げる事項を明らかにしてするものとされた（省令

第４条第１項各号 。）

ア 長期相続登記等未了土地に係る不動産所在事項及び不動産番号

イ 所有権の登記名義人となり得る者

， ， ，(2) 上記(1)の場合において 登記官は 相当でないと認めるときを除き

相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとされた

（特措法第４０条第２項後段 。）

当該通知は，次に掲げる事項を明らかにしてするものとされた（省令

第４条第２項各号 。）

ア 長期相続登記等未了土地の所在地を管轄する登記所

イ 登記の申請に必要な情報

具体的には，申請窓口に係る情報や申請情報の内容とすべき事項な

どがこれに該当する。

４ 情報提供の要請

登記官は，上記２及び３の施行に必要な限度で，関係地方公共団体の長



その他の者に対し，対象土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その

他対象土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求め

ることができるものとされた（特措法第４０条第３項 。）

第２ 法定相続人情報の作成

１ 登記官は，第１の２(1)の探索を行った場合には，当該長期相続登記等

未了土地の所有権の登記名義人に係る法定相続人情報を作成するものとさ

れた（省令第１条第１項 。）

２ 法定相続人情報には，次に掲げる事項を記録するものとされた（省令第

１条第２項各号 。法定相続人情報の記録例は，別紙２又はこれに準ずる）

ものとする。

(1)被相続人である所有権の登記名義人の氏名，出生の年月日，最後の住

所，登記簿上の住所及び本籍並びに死亡の年月日

なお，被相続人の最後の住所が判明しないときは，当該住所を記録す

ることは要しないものとする。

(2)上記(1)の登記名義人の相続人（被相続人又はその相続人の戸籍及び

除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書により確認することができる相

続人となり得る者をいう。以下第２の２において同じ ）の氏名，出生。

の年月日，住所及び当該登記名義人との続柄（当該相続人が死亡してい

るときにあっては，氏名，出生の年月日，当該登記名義人との続柄及び

死亡の年月日）

なお，相続人の住所を記録することができないときは，当該住所の記

録を要しないものとする。

(3)上記(1)の登記名義人の相続人（以下「第一次相続人」という ）が。

死亡している場合には，第一次相続人の相続人（以下「第二次相続人」

という ）の氏名，出生の年月日，住所及び第一次相続人との続柄（当。

該第二次相続人が死亡しているときにあっては，氏名，出生の年月日，

当該第一次相続人との続柄及び死亡の年月日）

なお，第二次相続人の住所を記録することができないときは，当該住

所の記録を要しないものとする。

， ，(4)第二次相続人が死亡しているときは 第二次相続人を第一次相続人と

第二次相続人を第一次相続人の相続人とみなして，上記(3)を適用する

ものとされた。当該相続人（その相続人を含む ）が死亡しているとき。



も，同様とするものとされた。

(5)相続人の全部又は一部が判明しないときは，その旨

(6)作成番号

作成番号は，１２桁の番号とし，登記所ごとに法定相続人情報を作成

する順序に従って付すものとされた（省令第１条第３項 。）

(7)作成の年月日

作成の年月日は，登記官が法定相続人情報の内容について，上記(1)

から(5)までの事項につき，提出された資料から確認した内容と合致し

ていないなどの誤りや遺漏がないことを確認した日を記録するものとす

る。

３ 登記官は，法定相続人情報を電磁的記録で作成し，これを保存するもの

とされた（省令第１条第４項 。）

所有権の登記名義人の相続人又は特措法第４０条第１項の申出をした公

共の利益となる事業を実施しようとする者から，法定相続人情報の閲覧の

請求（不登法第１２１条第２項）がされた場合には，当該電磁的記録に記

録された情報の内容を書面に出力して表示するものとする（不登規則第２

０２条第２項 。）

第３ その他

１ 登記所には，法定相続人情報つづり込み帳及び職権付記登記事件簿を備

えるものとされた（省令第５条第１項 。）

法定相続人情報つづり込み帳には，不登規則第１９条の規定にかかわら

， ， ，ず 関係地方公共団体の長その他の者への照会書の写し 提出された資料

法定相続人情報の内容を書面に出力したもの及び省令第２条の付記登記に

関する書類をつづり込むものとされた（省令第５条第２項 。）

法定相続人情報つづり込み帳には，上記の書類を作成番号の順序に従っ

てつづり込むものとする。

２ 次に掲げる情報の保存期間は，次のとおりとされた（省令第６条第１項

各号 。）

(1)法定相続人情報 付記登記を抹消した日から３０年間

(2)職権付記登記事件簿に記録された情報 立件の日から５年間

また，法定相続人情報つづり込み帳の保存期間は，作成の年の翌年から

１０年間とされた（同条第２項 。）



３ 登記官は，特措法第４０条第１項の事項の登記がされた所有権の登記名

義人について所有権の移転の登記をしたとき（これにより当該登記名義人

が所有権の登記名義人でなくなった場合に限る ）は，職権で，当該特措。

法第４０条第１項の事項の登記の抹消の登記をするとともに，抹消すべき

登記を抹消する記号を記録しなければならないものとされた（省令第７

条 。）

４ 表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合におい

て 当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号 法， （

定相続人情報に相続人の全部又は一部が判明しない旨の記録がないものに

限る を提供したときは，当該作成番号の提供をもって，相続があった。）

ことを証する市町村長（特別区の区長を含むものとし，地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては，区

長又は総合区長とする。以下同じ ）その他の公務員が職務上作成した情。

報の提供に代えることができるものとされた（省令第８条第１項 。）

また，表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又

は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合に

おいて，法定相続人情報の作成番号（法定相続人情報に当該相続人の住所

が記録されている場合に限る ）を提供したときは，当該作成番号の提供。

をもって，登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が

職務上作成した情報の提供に代えることができるものとされた（同条第２

項 。）

５ 第１の２(1)の特措法第４０条第１項の事項の登記をするための作業に

おいて，当該登記をすることができないとされた土地の所有権の登記名義

人に係る書類は，不動産所在事項及び不動産番号を付した上で，雑書つづ

り込み帳（不登規則第１８条第３４号）につづり込むものとする。



別記第１号様式

余 白

長期相続登記等未了土地の付記

１ 所有権の登記名義人の氏名住所（甲区順位何番）

住所

氏名

２ 不動産の表示

不動産番号

所 在

地 番

地 目

地 積

， 。 ，※ 物件が多数の場合は 別紙を用いても差し支えない その場合には

不動産の表示に「別紙のとおり」と記載するものとする。

３ 作成番号

５１００―２０１８―０００１号

４ 添付情報

別紙法定相続人情報の内容のとおり

以下余白



別記第２号様式

余 白

長期相続登記等未了土地の付記の変更

１ 所有権の登記名義人の氏名住所（甲区順位何番）

住所

氏名

２ 不動産の表示

不動産番号

所 在

地 番

地 目

地 積

， 。 ，※ 物件が多数の場合は 別紙を用いても差し支えない その場合には

不動産の表示に「別紙のとおり」と記載するものとする。

３ 変更の事由

・相続人の失踪宣告取消しのため，作成番号を「５１００―２０１８

―０００２号」に変更

４ 添付情報

（例）別紙法定相続人情報の内容のとおり

以下余白



別紙１

記録例

１ 所有権の保存の登記

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００１号
平成３０年何月何日付記

（相続人の全部又は一部が判明しないとき）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００２号
（相続人の全部（又は一部）不掲載）
平成３０年何月何日付記

２ 所有権の移転の登記（単有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００３号
平成３０年何月何日付記

３ 所有権の移転の登記（共有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００４号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

付記２号 ２番共有者甲某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００５号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

４ 持分の移転の登記（所有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１



甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００６号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

３ 甲某持分全部移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

持分２分の１
乙 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００６号
平成３０年何月何日付記

５ 変更又は更正の付記
(1) 所有権の保存の登記（包括許可による承認（平成17年4月18日付け法務省民ニ第1009号民事局長通達第2）の場合）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００７号
平成３０年何月何日付記

付記１号 １番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 作成番号 第０１００－２０１８－０００８号
の付記１号 地更正 平成３０年何月何日受付

第何号
登記官の過誤につき職権更正

(2) 所有権の移転の登記（単有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－０００９号
平成３０年何月何日付記

付記１号 ２番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００１０号
の付記１号 地変更 平成３０年何月何日付記

(3) 所有権の移転の登記（共有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００１１号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

付記１号 ２番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 作成番号 第０１００－２０１８－００１２号
の付記１号 地変更 平成３０年何月何日付記



６ 相続人等からの所有権の移転の登記
(1) 所有権の保存の登記

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００１９号
平成３０年何月何日付記

２ 所有権移転 平成３０年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続（又は売買）
第何号 所有者 何市何町何番地

丙 某

３ １番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 ２番の登記をしたので順位１番付記１号の付記
地の抹消 を抹消

平成３０年何月何日登記

(2) 所有権の移転の登記（単有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２０号
平成３０年何月何日付記

３ 所有権移転 平成３０年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続（又は売買）
第何号 所有者 何市何町何番地

丙 某

４ ２番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 ３番の登記をしたので順位２番付記１号の付記
地の抹消 を抹消

平成３０年何月何日登記

(3) 所有権の移転の登記（共有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２１号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

３ 乙某持分全部移転 平成３０年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続（又は売買）
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
丁 某

４ ２番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 ３番の登記をしたので順位２番付記１号の付記
地の抹消 を抹消

平成３０年何月何日登記

(4) 持分の移転の登記（所有）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）



順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２２号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

３ 甲某持分全部移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

持分２分の１
乙 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２２号
平成３０年何月何日付記

４ 所有権移転 平成３０年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続（又は売買）
第何号 所有者 何市何町何番地

丙 某

５ ２番付記１号、３番付記１号長期相 余 白 ４番の登記をしたので順位２番付記１号、３番
続登記等未了土地の抹消 付記１号の付記を抹消

平成３０年何月何日登記

７ 合筆
(1) 作成番号が同一の場合（国土調査の成果により，甲地に乙地を合筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２３号
平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２３号
平成３０年何月何日付記

（合筆後の甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

平成３０年１１月１日登記

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２３号
平成３０年１１月１日付記

※合併前にされた甲地の付記について，職権による抹消は行わない。



(2) 作成番号が相違する場合（国土調査の成果により，甲地に乙地を合筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２４号
平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２５号
平成３０年何月何日付記

（合筆後の甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

平成３０年１１月１日登記

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２４号
作成番号 第５１００－２０１８－００２５号
平成３０年１１月１日付記

※合併前にされた甲地の付記について，職権による抹消は行わない。

(3) 作成番号が一筆にしか付されていない場合（国土調査の成果により，甲地に乙地を合筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２６号
平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

（合筆後の甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項



３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

平成３０年１１月１日登記

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２６号
平成３０年１１月１日付記

※合併前にされた甲地の付記について，職権による抹消は行わない。

(4) 作成番号が一筆にしか付されていない場合（国土調査の成果により，乙地に甲地を合筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２７号
平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

５ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

（合筆後の乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

６ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

平成３０年１１月１日登記

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２７号
平成３０年１１月１日付記

(5) 相続人等からの所有権の移転の登記

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２３号
平成３０年何月何日付記

３ 合併による所有権登記 余 白 所有者 何市何町何番地
甲 某

平成何年何月何日登記

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２３号
平成３０年何月何日付記

４ 所有権移転 平成３０年何月何日 原因 昭和何年何月何日相続（又は売買）
第何号 所有者 何市何町何番地

丙 某

５ ２番付記１号、３番付記１号長期相 余 白 ４番の登記をしたので順位２番付記１号、３番
続登記等未了土地の抹消 付記１号の付記を抹消



平成３０年何月何日登記

８ 分筆
(1) 所有権の保存の登記（甲地から乙地を分筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２８号
平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

順位１番の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２８号
平成３０年何月何日付記
順位１番付記１号の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

(2) 所有権の移転の登記（単有・甲地から乙地を分筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２９号
平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某
順位２番の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００２９号
平成３０年何月何日付記
順位２番付記１号の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

(3) 所有権の移転の登記（共有・甲地から乙地を分筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）



順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３０号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

付記２号 ２番共有者甲某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３１号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

順位２番の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

付記１号 １番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３０号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

順位２番付記１号の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

付記２号 １番共有者甲某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３１号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

順位２番付記２号の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

(4) 持分の移転の登記（所有・甲地から乙地を分筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３２号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

３ 甲某持分全部移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

持分２分の１
乙 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３２号
平成３０年何月何日付記



（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

順位２番の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

付記１号 １番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３２号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

順位２番付記１号の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

２ 甲某持分全部移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

持分２分の１
乙 某

順位３番の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第０１００－２０１８－００３２号
平成３０年何月何日付記
順位３番付記１号の登記を転写
平成３０年何月何日受付
第何号

(5) 変更又は更正の付記の転写
① 所有権の保存の登記（甲地から乙地を分筆する場合）（包括許可による承認（平成17年4月18日付け法務省民ニ第1009号民事局
長通達第2）の場合）

（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３３号
平成３０年何月何日付記

付記１号 １番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 作成番号 第５１００－２０１９－０００１号
の付記１号 地更正 平成３１年何月何日受付

第何号
登記官の過誤につき職権更正

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権保存 昭和何年何月何日 所有者 何市何町何番地
第何号 甲 某

順位１番の登記を転写
平成３１年何月何日受付
第何号

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第０１００－２０１９－０００１号
平成３０年何月何日付記



順位１番付記１号の登記を転写
平成３１年何月何日受付
第何号

② 所有権の移転の登記（単有・甲地から乙地を分筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某

付記１号 長期相続登記等未了土地 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３４号
平成３０年何月何日付記

付記１号 ２番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 作成番号 第５１００－２０１９－０００２号
の付記１号 地変更 平成３１年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 所有者 何市何町何番地

甲 某
順位２番の登記を転写
平成３１年何月何日受付
第何号

付記１号 長期相続登記等未了土地変更 余 白 作成番号 第０１００－２０１９－０００２号
平成３０年何月何日付記
順位２番付記１号の登記を転写
平成３１年何月何日受付
第何号

③ 所有権の移転の登記（共有・甲地から乙地を分筆する場合）
（甲地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

２ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１
甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

付記１号 ２番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１８－００３５号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

付記１号 ２番付記１号長期相続登記等未了土 余 白 作成番号 第５１００－２０１９－０００３号
の付記１号 地変更 平成３１年何月何日付記

（乙地）

権 利 部 （甲区） （所有権に関する事項）

順位番号 登 記 の 目 的 受付年月日・受付番号 権 利 者 そ の 他 の 事 項

１ 所有権移転 昭和何年何月何日 原因 昭和何年何月何日売買
第何号 共有者

何市何町何番地
持分２分の１



甲 某
何市何町何番地
２分の１
乙 某

順位２番の登記を転写
平成３１年何月何日受付
第何号

付記１号 １番共有者乙某につき長期相続登記 余 白 作成番号 第５１００－２０１９－０００３号
等未了土地 平成３０年何月何日付記

順位２番付記１号の登記を転写
平成３１年何月何日受付
第何号



作成番号
作成の年月日

登記簿上の住所

出生  昭和20年2月2日

○○県○○市○○１丁目１番１号

○○県○○市○○１丁目１００番

○○県○○市○○１丁目１番１号

（被相続人）

死亡 平成20年5月5日
昭和46年1月1日

５１００－２０１８－０００１
平成30年●●月●●日

（長女）

（二男）

死亡  昭和63年1月1日

（妻）

（夫）

住所　

乙野　竹雄

昭和42年4月4日

○○県○○市○○３丁目３番３号

（長男）

甲野　二郎

甲野　太郎

最後の本籍
住所

住所
出生

最後の住所

○○県○○市○○２丁目２番２号

出生  昭和15年1月1日 出生  

甲野　花子

昭和40年3月3日

○○県○○市○○１丁目１番１号

甲野　一郎　

○○県○○市○○３丁目３番３号

乙野　梅雄

住所
出生 平成10年7月7日

○○県○○市○○４丁目４番４号乙野　松子　

別紙２

住所
出生 昭和46年6月6日

（長男）

被相続人 甲野太郎 法定相続人情報

出生


